
者
が
持
っ
て
い
る
「
外
国
人
登
録
証
明

書
」
は
、
新
し
い
制
度
の
導
入
後
も
、

一
定
期
間
は
在
留
カ
ー
ド
・
特
別
永
住

者
証
明
書
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

市
区
町
村
で
の
手
続
き

　
他
市
区
町
村
に
居
住
地
を
変
更
し
た

と
き
は
、
旧
住
所
の
市
区
町
村
に
転
出

届
を
提
出
し
て
転
出
証
明
書
の
交
付
を

受
け
た
後
、
新
住
所
の
市
区
町
村
で
転

入
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

新
住
所
に
移
転
し
た
日
か
ら
14
日
以
内

に
、
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
国
外
に
転
出
す
る
場
合
は
、

再
入
国
許
可
を
得
て
い
る
場
合
で
も
、

転
出
届
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

そ
の
際
は
必
ず
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は
特

別
永
住
者
証
明
書
を
持
っ
て
き
て
く
だ

さ
い
。

入
国
管
理
官
署
で
の
手
続
き

　
入
国
管
理
官
署
で
、
次
の
届
け
出
・

次
の
通
り
で
す
。

○
中
長
期
在
留
者

○
特
別
永
住
者

○
一
時
庇ひ

護
許
可
者
ま
た
は
仮
滞
在
許

可
者

○
出
生
に
よ
る
経
過
滞
在
者
ま
た
は
国

籍
喪
失
に
よ
る
経
過
滞
在
者

　
住
民
票
は
、
外
国
人
登
録
の
内
容
を

基
に
作
成
さ
れ
ま
す
。
在
留
資
格
、
在

留
期
間
、
住
所
な
ど
記
載
事
項
の
変
更

を
届
け
出
て
い
な
い
と
住
民
票
が
作
成

さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
正

確
な
外
国
人
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

在
留
カ
ー
ド
・
特
別
永
住
者
証
明
書
が

交
付
さ
れ
ま
す

　

こ
れ
ま
で
の
「
外
国
人
登
録
証
明

書
」
に
替
わ
り
「
在
留
カ
ー
ド
」（
中
長

期
在
留
者
）、「
特
別
永
住
者
証
明
書
」

（
特
別
永
住
者
）が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　
現
在
、
中
長
期
在
留
者
・
特
別
永
住

　
外
国
人
登
録
法
が
廃
止
さ
れ
、
平
成

24
年
7
月
9
日
か
ら
新
し
い
登
録
制
度

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
外
国
人
も
日
本
人
と
同
様
に
住
民
基

本
台
帳
法
の
適
用
対
象
と
な
り
、
住
民

票
が
作
成
さ
れ
、
住
民
票
の
写
し
が
発

行
で
き
ま
す
。

　
平
成
24
年
5
月
7
日
を
基
準
日
と
し

て
仮
の
住
民
票
を
作
成
し
、
対
象
の
人

に
送
付
し
ま
し
た
。

　
仮
の
住
民
票
が
届
い
た
ら
、
必
ず
内

容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
世
帯
主
・

住
所
・
氏
名
・
続
柄
な
ど
が
事
実
と
異

な
る
場
合
に
は
、
7
月
6
日
㈮
ま
で
に

市
民
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

住
民
票
を
作
成
す
る
外
国
人
の
対
象
者

　
観
光
な
ど
の
短
期
滞
在
者
な
ど
を
除

く
、
適
法
に
3
カ
月
を
超
え
て
在
留
す

る
外
国
人
で
、
住
所
を
有
す
る
人
に
住

民
票
を
作
成
し
ま
す
。
対
象
の
区
分
は

申
請
を
す
る
と
き
に
は
、
旅
券
・
写

真（
3
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
4
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
）1
枚
・
在
留
カ
ー
ド（
切
り

替
え
て
い
な
い
人
は
現
在
持
っ
て
い
る

外
国
人
登
録
証
明
書
）・
所
定
の
資
料

を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
国
籍
・

地
域
の
変
更
・
訂
正

○
在
留
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
更
新

○
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
・
再
交
付

　
特
別
永
住
者
は
、
市
区
町
村
の
窓
口

で
行
い
ま
す
。
旅
券（
発
給
を
受
け
て

い
な
い
人
は
不
要
）・
写
真（
3
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
×
4
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）1

枚
・
特
別
永
住
者
証
明
書（
切
り
替
え

て
い
な
い
人
は
現
在
持
っ
て
い
る
外
国

人
登
録
証
明
書
）を
用
意
し
て
く
だ
さ

い
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
‐
1 

5 
2 
5
）へ
。

77
月月
99
日
か
ら

日
か
ら

外
国
人
の
登
録
制
度
が
変
わ
り
ま
す

外
国
人
の
登
録
制
度
が
変
わ
り
ま
す

　国民健康保険法施行規則が改正され、次の外国人は7月9日から、
住所地の国民健康保険に加入することが義務付けられました。当て
はまる人は、保険年金課（市役所1階）で手続きをしてください。
対 象＝住民票が作成され、勤務先などの健康保険に加入していない
外国人

※くわしくは保険年金課（☎20-1526）へ。

国民健康保険への加入
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外国人相談窓口
● 日時＝第2・第4金曜日　午後1時～4時
●場所＝市役所2階 201会議室 
●相談内容＝日常生活における諸問題
● 取り扱い言語＝英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語
●費用＝無料
※受け付けは市民協働課（☎20-1507）で行います。

英語

市内で生活する外国人を対象に、市では相談窓口を開設しています。皆さんの近くに、言葉や生活
のことなど身近な問題で困っている人がいたら、ぜひ教えてあげてください。行政に関する相談な
ども行っています。対応できる外国語は英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語の4カ国語です。

外国人のための相談窓口
第2・4金曜日に開設しています

ポルトガル語

スペイン語

Atienden en

中国語

五
～

15 広報なりた 2012.7.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です広報なりた 2012.7.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です
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